
平
成
二
十
八
年
五
月
二
十
七
日
提
出

質

問

第

三

〇

四

号

外
務
省
に
よ
る
秘
密
指
定
文
書
の
流
出
に
つ
い
て
の
政
府
の
見
解
等
に
関
す
る
質
問
主
意
書

提

出

者

鈴

木

貴

子
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外
務
省
に
よ
る
秘
密
指
定
文
書
の
流
出
に
つ
い
て
の
政
府
の
見
解
等
に
関
す
る
質
問
主
意
書

二
〇
〇
一
年
三
月
五
日
行
わ
れ
た
、
鈴
木
宗
男
衆
議
院
議
員
と
当
時
の
ロ
シ
ュ
コ
フ
・
ロ
シ
ア
外
務
次
官
と
の
会
談
（
以

下
、
「
会
談
」
と
い
う
。
）
を
記
録
し
た
、
外
務
省
が
作
成
し
た
と
思
わ
れ
る
文
書
（
以
下
、
「
文
書
」
と
い
う
。
）
が
、
日

本
共
産
党
の
志
位
和
夫
委
員
長
の
元
に
匿
名
で
届
け
ら
れ
た
。
「
文
書
」
に
は
、
鈴
木
宗
男
衆
議
院
議
員
の
二
元
外
交
を
強
調

す
る
内
容
が
記
さ
れ
て
お
り
、
そ
れ
を
基
に
二
〇
〇
二
年
三
月
十
九
日
、
志
位
委
員
長
は
、
「
明
白
な
二
重
外
交
、
二
元
外
交

が
や
ら
れ
て
い
た
こ
と
は
き
わ
め
て
重
大
だ
」
等
と
強
調
す
る
旨
の
記
者
会
見
を
行
い
批
判
し
た
。
し
か
し
、
「
文
書
」
に
は

原
文
を
意
図
的
に
改
ざ
ん
し
た
と
み
ら
れ
る
箇
所
が
十
数
カ
所
あ
っ
た
こ
と
が
、
後
に
明
ら
か
に
な
り
、
結
果
的
に
志
位
委
員

長
が
記
者
会
見
で
批
判
し
、
公
表
し
た
「
文
書
」
は
改
ざ
ん
部
分
に
基
づ
い
た
も
の
で
、
元
の
文
書
は
二
元
外
交
を
示
す
も
の

で
は
な
か
っ
た
。

右
を
踏
ま
え
、
質
問
す
る
。

一

外
務
省
と
し
て
、
「
会
談
」
を
記
録
し
た
「
文
書
」
は
作
成
さ
れ
た
か
。

二

一
の
文
書
に
秘
密
指
定
は
か
け
ら
れ
て
い
た
か
。

三

二
〇
〇
三
年
三
月
二
十
六
日
に
岩
波
書
店
か
ら
出
さ
れ
た
「
検
証
日
露
首
脳
交
渉

冷
戦
後
の
模
索
」
（
以
下
、
「
検
証

一



本
」
と
い
う
。
）
は
承
知
し
て
い
る
か
。

四

「
検
証
本
」
に
は
、
「
文
書
」
に
つ
い
て
『
…
し
か
し
、
こ
の
文
書
は
、
原
本
に
手
を
加
え
、
巧
妙
に
改
竄
さ
れ
た
も
の

だ
っ
た
。
ロ
シ
ア
課
な
ど
に
保
管
さ
れ
て
い
た
原
文
は
、
会
談
に
同
席
し
て
い
た
東
郷
和
彦
が
作
成
し
、
合
計
八
ペ
ー
ジ

あ
っ
た
。
共
産
党
に
送
ら
れ
て
き
た
文
書
は
、
七
ペ
ー
ジ
に
な
っ
て
い
た
。
改
竄
さ
れ
た
文
書
に
よ
る
と
、
東
郷
が
一
九
五

六
年
の
日
ソ
共
同
宣
言
を
イ
ル
ク
ー
ツ
ク
声
明
に
明
記
す
る
よ
う
提
案
し
た
こ
と
に
な
っ
て
い
る
。
し
か
し
、
実
際
に
こ
の

提
案
を
し
た
の
は
、
外
務
次
官
ロ
シ
ュ
コ
フ
だ
っ
た
。
改
竄
は
、
東
郷
が
二
島
先
行
論
の
急
先
鋒
だ
っ
た
と
い
う
印
象
を
植

え
付
け
る
こ
と
を
意
図
し
て
い
た
。
』
（
以
下
、
「
検
証
内
容
」
と
い
う
。
）
と
、
当
時
記
者
と
し
て
現
場
の
中
枢
で
、
取

材
を
重
ね
た
著
者
の
佐
藤
和
雄
氏
・
駒
木
明
義
氏
に
よ
っ
て
明
記
さ
れ
て
い
る
。
「
検
証
本
」
に
明
記
さ
れ
て
い
る
「
検
証

内
容
」
の
信
憑
性
に
つ
い
て
確
認
を
求
め
る
。

五

「
文
書
」
の
基
が
外
務
省
に
お
い
て
作
成
さ
れ
た
「
会
談
」
を
記
録
し
た
も
の
で
あ
り
、
ま
た
秘
密
指
定
の
解
除
が
な
さ

れ
て
い
な
い
の
に
、
更
に
は
改
ざ
ん
ま
で
加
え
ら
れ
て
日
本
共
産
党
に
流
出
し
た
の
で
あ
る
な
ら
ば
、
そ
れ
は
国
家
公
務
員

法
違
反
に
該
当
す
る
か
否
か
答
え
ら
れ
た
い
。

六

「
文
書
」
の
基
が
外
務
省
に
お
い
て
作
成
さ
れ
た
「
会
談
」
を
記
録
し
た
も
の
で
あ
り
、
ま
た
秘
密
指
定
の
解
除
が
な
さ

二



れ
て
い
な
い
の
に
、
更
に
は
改
ざ
ん
ま
で
加
え
ら
れ
て
日
本
共
産
党
に
流
出
し
た
の
で
あ
る
な
ら
ば
、
そ
れ
は
国
家
公
務
員

法
違
反
に
該
当
す
る
と
考
え
る
が
、
流
出
の
経
緯
や
内
容
の
真
偽
等
、
「
文
書
」
に
つ
い
て
の
調
査
は
当
時
外
務
省
で
行
わ

れ
た
か
。

七

二
〇
一
六
年
五
月
二
十
七
日
に
産
經
新
聞
出
版
か
ら
出
さ
れ
た
「
絶
対
に
誤
り
を
認
め
な
い
政
党

日
本
共
産
党
研
究
」

（
産
経
新
聞
政
治
部
）
に
、
『
な
ぜ
宗
男
は
こ
こ
ま
で
共
産
党
批
判
を
展
開
す
る
か
。
そ
の
理
由
は
作
家
で
元
外
務
省
主
任

分
析
官
の
佐
藤
優
が
「SA

N
K

E
I

E
X

PR
E

SS

」
二
〇
一
六
年
三
月
二
十
六
日
号
「
佐
藤
優
の
地
球
を
斬
る
」
（
第
三
百
七

十
九
回
）
で
明
ら
か
に
し
て
い
る
。
《
筆
者
自
身
に
つ
い
て
も
、
二
〇
〇
二
年
の
鈴
木
宗
男
疑
惑
に
際
し
て
、
「
佐
藤
優
主

任
分
析
官
の
保
管
し
て
い
た
書
類
」
な
る
怪
文
書
を
共
産
党
委
員
長
が
用
い
て
、
記
者
会
見
で
鈴
木
氏
を
非
難
す
る
会
見
を

行
っ
た
。
こ
の
文
書
は
、
私
が
保
管
し
て
い
た
文
書
と
は
異
な
る
改
ざ
ん
が
く
わ
わ
っ
た
謀
略
文
書
だ
っ
た
。
…
』
と
記
さ

れ
て
い
る
。
佐
藤
優
氏
が
「SA

N
K

E
I

E
X

PR
E

SS

」
二
〇
一
六
年
三
月
二
十
六
日
号
「
佐
藤
優
の
地
球
を
斬
る
」
（
第
三

百
七
十
九
回
）
に
、
「
こ
の
文
書
は
、
私
が
保
管
し
て
い
た
文
書
と
は
異
な
る
改
ざ
ん
が
く
わ
わ
っ
た
謀
略
文
書
だ
っ

た
。
」
と
記
し
て
い
る
が
、
こ
れ
は
事
実
で
あ
る
か
。

八

当
時
の
川
口
順
子
外
務
大
臣
は
、
「
文
書
」
が
外
務
省
に
存
在
し
な
い
、
ま
た
改
ざ
ん
文
書
で
あ
っ
た
こ
と
を
認
め
る
旨

三



の
発
言
を
し
た
と
承
知
す
る
が
、
確
認
を
求
め
る
。

右
質
問
す
る
。

四


